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序　　　　　文

　国際協力事業団は、パラグアイ共和国政府との討議議事録（R／D）等に基づき､「パラグアイ

共和国酪農を通じた中小規模農家経営改善計画」に関する技術協力を、平成14年11月11日から開

始しています。今般は、平成15年２月１日から２月10日まで、当事業団農業開発協力部畜産園芸

課 課長 大沢 英生を団長とする運営指導（計画打合せ）調査団を現地に派遣しました。

　同調査団は、本プロジェクトの本格的な展開にあたり、その進捗状況や問題点の調査を行い、

プロジェクトの運営体制、活動計画（PO)、評価・モニタリング方法などを策定するため、パラ

グアイ共和国側関係者と協議を行いました。

　本報告書は、同調査団によるパラグアイ共和国政府関係者との協議並びに調査結果を取りまと

めたものであり、本プロジェクトの実施並びに関連する国際協力の推進に活用されることを願う

ものです。

　終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表し

ます。

　平成15年３月

国際協力事業団

理事　鈴 木 信 毅



目　　　　　次

序　文

目　次

地　図

写　真

第１章　運営指導（計画打合せ）調査団の派遣 ････････････････････････････････････････････････････   1

　１－１　調査団派遣の経緯 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････   1

　１－２　調査団派遣の目的 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････   1

　１－３　調査団の構成･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   2

　１－４　調査日程････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   2

　１－５　主要面談者 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   3

第２章　総　括 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   5

　２－１　調査結果の概要 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   5

　２－２　調査団所見 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   5

第３章　プロジェクトの進捗状況及び今後の留意点･･･････････････････････････････････････････････   9

　３－１　プロジェクト実施体制の確立 ････････････････････････････････････････････････････････････   9

　３－２　酪農技術／酪農経営分野の状況･･････････････････････････････････････････････････････････   9

　３－３　現地調査の概要 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   9

　３－４　活動諸計画（PDM、PO、年間活動計画（APO）等） ････････････････････････････････ 11

　３－５　プロジェクト活動に関する留意点････････････････････････････････････････････････････････ 11

第４章　プロジェクト実施上の課題･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 15

　４－１　プロジェクト運営体制 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 15

　４－２　活動のモニタリング・評価････････････････････････････････････････････････････････････････ 16

第５章　提　言 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 17

付属資料

　１．ミニッツ（英文、西文）････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 21

　２．PDM（仮和訳） ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 38













-1-

第１章　運営指導（計画打合せ）調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯

　パラグアイ共和国（以下「パラグアイ」と記す）における牛乳の需要は、１人当たりの牛乳消

費量及び近年の人口増加率に応じて拡大している。一方、牛乳生産量はこれに対応できておらず、

一部を輸入に頼っている状況である。また、パラグアイの総酪農家数の７割が飼養頭数20頭以下

の中小規模農家で占められているが、それらの生産性自体は低く、１頭当たり年間乳量は約2,400kg

で、隣国アルゼンチンの３分の２である。

　パラグアイの酪農は、乳牛の人工授精技術に係る活動はなされているものの、飼養管理技術の

指導は十分に行われておらず、特に中小規模酪農家の技術レベルは依然として低い状況にある。

　かかる背景の技術課題を改善することをめざし、パラグアイ政府は、1998年に日本国政府に対

し、生産技術の改善を通して中小規模農家の経営強化を図るため、プロジェクト方式技術協力を

要請してきた。

　一方、本要請に基づくこれまでの調査を通して、パラグアイ側実施機関と様々な技術課題に対

応する協力計画を検討してきたが、技術の普及経路や関連機関の役割分担など、全体的なデザイ

ンが十分に醸成されておらず、パラグアイ側の実施する中小農家向け酪農支援体制に改善の余地

のあることが明らかになった。このような状況下で、対症療法的な技術改善に係る活動を展開し

ても、最終受益者である中小規模農家に対して協力の効果発現が十分見込めないと考えられた。

　このため、2002年４月に実施された実施協議調査では、パラグアイ側が当初要請した内容を大

幅に変更し、事業実施の根拠となる戦略や制度の確立と必要な体制整備への取り組みを中心活動

とすることで両者が合意し、プロジェクト実施に係る討議議事録(Record of Discussions : R／

D）の署名を取り交わした。同年11月11日には長期専門家が派遣され、２年間の技術協力プロジェ

クトが開始された。

１－２　調査団派遣の目的

　本調査団は、プロジェクトの本格的な開始にあたり、本プロジェクトの目的の確認、プロジェ

クトの運営体制、活動計画（PO)、評価・モニタリング方法などをパラグアイ側実施機関である

農牧省畜産研究生産局（DIPA）と協議するとともに、プロジェクト運営に係る問題点の把握と

その解決方法を助言・指導し、プロジェクトの円滑な運営管理に資することを目的とする。

　なお、本プロジェクトの目的とは、酪農を通じた中小規模農家の経営改善に必要な支援制度を

明確にし、関連機関の役割と機能を改善することである。
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１－３　調査団の構成

担当分野 氏　名 所　　属
総　　括 大沢　英生 国際協力事業団　農業開発協力部　畜産園芸課　課長

酪農経営／酪農技術 原田　光久 （独）家畜改良センター宮崎牧場　次長
協力計画 中堀　宏彰 国際協力事業団　農業開発協力部　畜産園芸課　職員

１－４　調査日程

　期間：2003年２月１日～２月10日（10日間）

日順 月日 曜日 訪問先 内　容

１
２月１
日

土 移動：成田→

　　→サンパウロ→アスンシオン
２

２月２
日

日
プロジェクト専門家 調査方針打合せ
農牧省企画総局 調査目的の説明
JICAパラグアイ事務所 調査方針打合せ
大統領府企画庁 調査目的の説明
在パラグアイ日本大使館 調査目的、方針の説明
農牧省畜産次官 調査目的の説明３

２月３
日

月
DIPA プロジェクト実施体制の確認、プロジェ

クト運営体制、カウンターパート機関の
組織体制、PO、PDM＊の確認、モニタ
リング・評価スケジュールの確認

DIPA 前日の協議事項に関する質疑応答、ミ
ニッツ案協議４

２月４
日

火
移動：アスンシオン→イグアス
CETAPAR＊＊ プロジェクト実施に係る情報交換

５
２月５
日

水 移動：イグアス→アスンシオン
（帰路、中小酪農家視察） ３軒の酪農家を視察
DIPA
（JICAパラグアイ事務所にて）

ミニッツ案最終協議、日本の国家酪農振
興計画の説明６

２月６
日

木
合同調整委員会（農牧省内にて）ミニッツ署名・交換
資料整理、報告書作成
在パラグアイ日本大使館 結果報告

７
２月７
日

金
JICAパラグアイ事務所 結果報告及び今後のプロジェクト活動に

係る打合せ
プロジェクト専門家 今後の活動計画の確認

８
２月８
日

土
移動：アスンシオン→

９
２月９
日

日 　　→サンパウロ

10
２月10
日

月 移動：サンパウロ→成田

＊PDM：プロジェクト・デザイン・マトリックス　　＊＊CETAPAR：JICAパラグアイ農業総合試験場



-3-

１－５　主要面談者

〈パラグアイ側〉

　(1) 農牧省

　　　Dr. Dario Baumgarten L. 農牧大臣

　　　Dr. Gustavo A. Morinigo Vera 畜産次官

　　　Dr. José Luis Laneri 畜産大臣顧問

　　　Dr. Ricardo Pedretti 企画総局長

　　　Dr. Rubelio Max Cattebeke Blaires 畜産研究生産局長

　　　Ing. Francisco Ibarra 企画総局職員　技術協力担当

　　　Dr. Victor Arrua 畜産局計画官

　　　Ing. Pedro Luis Paniagua 畜産研究生産局　草地飼料部職員

　　　Dra. Nidia Ferreira 畜産研究生産局　JICA専任職員

　　　Dr. Leopoldo Melgarejo 農業普及局  畜産担当部長

　　　Dr. Crecencio Caseres 畜産研究生産局　酪農部長

　　　Dr. Hugo Gonzalez 畜産研究生産局　酪農部職員

　　　Dr. Ruben Tallez 畜産研究生産局　酪農部職員

　　　Ing. Agr. Maria Ines Pelarta de Gaona 畜産研究生産局　草地飼料部長

　　　Ing. Agr. Edgar L. Funes 企画総局職員　技術協力担当部長

　　　Ing. Teresa de Olmedo 企画総局職員

　(2) 大統領府

　　　Dr. Mario Ruiz Díaz 大統領府企画庁計画・公的政策総局長

〈日本側〉

　(1) 在パラグアイ日本大使館

　　　伊藤　庄亮 特命全権大使

　　　竹村　剛志 二等書記官

　(2) JICAパラグアイ事務所

　　　山口　公章 所　長

　　　武田　浩幸 次　長

　　　植竹　肇 班　長

　　　高倉　潤 職　員
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　(3) JICAパラグアイ農業総合試験場（CETAPAR）

　　　沢地　真 場　長

　　　大木　智之 次　長

　　　園田　八郎 総務担当

　　　清水　肇 専門家

　(4) 個別派遣専門家

　　　大上　安定 （農牧政策アドバイザー）

　　　中内　清文 （開発計画）

　(5) 青年海外協力隊員

　　　久保　淳 （家畜飼育　オビエド農協）
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第２章　総　括

２－１　調査結果の概要

　本調査団は、パラグアイ側関係機関との協議の結果、対処方針どおり、中小規模農家経営改善

をより効果的に実施するために、支援制度・戦略の改善が必要であるというプロジェクトの実施

意義について関係者間で再確認できた。さらに、パラグアイの国家酪農振興計画を策定する実施

主体はあくまでもパラグアイ側であり、日本側はその計画策定に助言するものであることを確認

した。

　また、実施運営体制、モニタリング・評価手法について意見交換を行い、適切な方策（中間評

価をパラグアイ側が主体となって実施すること）及び２年間で実行可能なPOについても助言を

行った。その結果、PDMの活動の若干の修正（活動項目の整理)、POの策定がなされ、上記も

含めて両者で合意を得ることができ、ミニッツの署名を行った。

２－２　調査団所見

　(1) 国家酪農振興計画とプロジェクトの意義

　　　本プロジェクトの目標は、従来のプロジェクト協力のように、５年間に一定の限られた地

域に大きなインプット（投入）を行う技術協力ではなく、２年間で先方が策定する国家酪農

振興計画を日本側が支援する、いわば政策支援型協力である。

　　　本プロジェクトは当初、従来のプロジェクト協力型要請があったものを、パラグアイ側の

行政能力を考慮し、現在のような協力内容とした経緯がある。パラグアイ側の本心として、

本プロジェクト終了後、従来のプロジェクト方式技術協力を望む声はあったものの、今回の

調査では、多くの先方関係者は国全体の酪農振興計画の必要性及び本プロジェクトの意義を

理解していた。

　(2) 計画内容の実効性

　　　国家酪農振興計画の計画内容は、策定段階から、具体的な法的根拠、予算措置、実効性を

念頭に置く必要がある。

　　　現在、農業関係の国家計画としては、農牧林業開発計画（PLAN-MAG）があり、家族農

業の促進、地方自治体との連携に重点が置かれているが、酪農についてはあまり触れられて

いない。今後、酪農計画を策定する際、PLAN-MAG、特にPLAN-MAGのプログラムであ

る「家族農業国家計画」との関連について整理する必要がある。
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　(3) 農家支援の内容

　　　農家への支援の重要な要素は、技術支援（例えば、搾乳機が汚れないように衛生的にする

など）であるが、わずかな投入で大きな効果が得られるものが多い。本プロジェクトではこ

のような技術支援を、中央省庁であるDIPAが国家計画のなかに取り込み、全国に広めてい

くことが重要である。

　　　一方、農家への支援のなかには、国による低利な融資、補助金、農民の組織化等の制度的

な支援もある。しかし、これらについてはDIPA自身にあまり知見がないように見受けられ、

関連機関と協力して支援策等を策定する必要がある。

　(4) 流　通

　　　本プロジェクトの意義は、中小規模農家が酪農を通じて経営改善することである。そのた

めには、牛乳や乳製品が安定的に高価に売れる必要があり、流通面の改善が必要である。

　　　今回視察した３軒の農家は、毎日100lから200l程度の牛乳を近くの町の決まった消費者に

配達しているとのことであった。また、アスンシオン近郊では、農家が集乳センターを通さ

ずに直接消費者に販売する方が高く売れるため、集乳センターが閉鎖されたことがあるとの

ことだった。

　　　このような流通状況では、農家が安定的に収入を得ることは困難で、消費者にとっても衛

生上の問題があるため、国が安定的、かつ安全な牛乳の流通を促進する方策を立案する必要

がある。

　(5) 対象とする農家

　　　本プロジェクトの対象は「中小規模農家」であり、どの農家をターゲットにするかが重要

である。というのは、酪農を専業にしている農家もあれば、畑作等が主体で酪農が収入の一

部である農家もあり、さらに、技術支援や低利な金融支援を受けて積極的に経営活動を広げ

ていこうという農家もあれば、現状に満足している農家もあるからである。このような状況

のなかで、対象とする農家の見極めが重要である。なお、当国では中小規模農家の定義は諸

説あるが、以下のとおり整理されている。

　　　・小規模農家――面積　 5ha以上、日搾乳量　 50～150l

　　　・中規模農家――面積　40ha以上、日搾乳量　150～500l

　(6) 計画策定におけるデータの入手

　　　パラグアイ側に「国家酪農計画を本プロジェクト期間中に策定すること」を確認した際に、

先方より「中小規模農家の正確な現状のデータ収集だけで２年間はかかる」という意見があっ
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た。大規模商業的酪農家のデータは既に入手済みとのことだが、中小規模農家のデータ入手

は困難が見込まれるので、プロジェクト期間（２年間）を考慮して効果的・効率的なデータ

の入手が必要である。

　(7) 合同調整委員会の有効活用

　　　今回の合同調整委員会には農牧省企画総局長、大統領府企画庁国際技術協力局長など高官

が出席し、ミニッツの署名は農牧大臣と行った。また、ミニッツ協議ではDIPA以外の関係

者も一堂に会した。本プロジェクトは政策支援型協力で、通常の技術協力型よりも高官によ

る政治的判断や広範な関係者による議論が必要である。

　　　このため、今後予定されている合同調整委員会では、形式だけの会議とするのでなく、国

家酪農振興計画を策定するという共通認識の下で意見交換を行い、実現性の高い計画を作成

すべく有効活用する必要がある。

　(8) CETAPARとの関連

　　　CETAPARは、持続可能な実用技術として、大豆の品種育成、不耕起栽培の改善、農牧輪

換システムの確立等の協力を行っており、大豆を中心として農家への技術支援を行っている。

　　　一方、本プロジェクトは酪農を通じた中小規模農家のための支援方策の作成支援をするが、

対象とする分野は異なるものの、対象とする受益者は同じ中小規模農家である。さらに、

CETAPARでは農牧輪換システム確立のなかで、飼料作物を導入して肉牛の肥育に関する試

験を実施しており、本プロジェクトとは家畜の飼料の分野で関連がある。

　　　このため、本プロジェクトでは、CETAPARから農民へのアプローチ手法や関連する技術

情報など学ぶべき点がある。

　(9) 日本の酪農振興計画

　　　我が国は､「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針｣（通称“酪肉近”）とい

う国家レベルのマスタープランがあるが、本プロジェクトにとっては有効な参考になると考

える。調査団からカウンターパートに“酪肉近”の説明を行ったところ多くの質問があり、

関心の高さを感じた｡“酪肉近”の和文はプロジェクトに手交したが、今後スペイン語への

翻訳を行うとともに、短期専門家の派遣、研修員の受入れの際にも考慮が必要である。

　(10)先方の実施体制

　　　先方は、プロジェクト事務所拡張費や光熱費、通信費、供与車両の登録料や燃料費等を負

　　担しており、本プロジェクトの実施体制が整いつつあると思われた。
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　(11)日本側関係者との共通認識

　　　今回のミニッツでは、カウンターパートと日本人専門家の間の連絡を密にすることや、プ

ロジェクト内容を関連機関だけでなく、広く一般にも広報すべきとした。

　　　一方、本プロジェクトの実際の活動内容が抽象的なため、日本側関係者（JICAパラグア

イ事務所、JICA本部、日本大使館、関係省庁等）にとっても、プロジェクト全体の活動内

容と日本側の協力内容（先方が策定する国家酪農振興計画を支援すること）が理解しづらい

場合がある。

　　　このため、本プロジェクトでは通常の技術協力案件よりも日本側関係者にプロジェクトの

活動予定や活動実績などを協議・報告し、常に共通認識をもつ必要がある。このことは、本

プロジェクト終了後、更なる協力の実施が妥当な場合に、速やかな協力実施につながると考

えられる。
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第３章　プロジェクトの進捗状況及び今後の留意点

３－１　プロジェクト実施体制の確立

　(1) プロジェクトの体制

　　　DIPA局長が業務の推進及び日本人専門家との折衝役となっている。このほか、農牧省畜

産次官、企画総局長に加え、DIPA酪農部・草地飼料部などの担当者がカウンターパートチー

ムを構成し、協力体制を整えている。

　(2) 関係機関との協力について

　　　資料収集及び現地調査については、農牧省企画局、農業普及局、畜産次官官房のほか、ア

スンシオン大学の協力を仰いでいる。特に現地調査にあたっては、乳業会社、中小酪農家、

農協関係者及び地方自治体による現地対応、資料提供を受けている。

３－２　酪農技術／酪農経営分野の状況

　酪農経営を担当する清水 洋 専門家が2002年11月、酪農技術を担当する橋本 敬次 専門家（チー

フアドバイザー）が2003年２月に、それぞれ着任した。

　本プロジェクトの目的は、中小規模酪農家の経営改善を支援するシステムを明確化し、関連す

る機関の役割、機能が改善されることにある。

　このため、本プロジェクトにおける酪農技術、酪農経営分野の活動は、パラグアイの中小規模

の酪農経営が置かれている現状（技術・経営の現状、政府の施策、需給動向など）を明らかにし、

目標とする酪農経営の技術・経済指標を明らかにしつつ、経営支援の戦略を策定することとなる。

　現在までのプロジェクトの活動は以下のとおりである。

　・現地調査の実施

　・既存資料の整理・リスト作成（過去の専門家の調査資料等）

　・実行計画、予算執行計画の作成

　・短期専門家派遣計画、カウンターパート研修員派遣計画の作成

３－３　現地調査の概要

　農牧省の他部局、地方自治体、農協組織などの協力を得て、パラグアイの酪農家、農協、乳業

会社、小農対策の支援機関などの現地調査を実施した。酪農家の技術水準、経営状況、今後の課

題などを調査するとともに、乳業会社、農協など生産者団体の活動や酪農家支援における役割等

を調査した。
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　(1) 酪農家の現状と課題

　　　調査した酪農家は中規模から大規模まで様々であるが、最も問題があると思われる小規模

の酪農家については、今のところ調査がされていない。

　　　ホルスタイン種のほか、乳質の改善などの目的でジャージー種を入れている農家も多い。

乳量はおおむね１頭当たり10 l／日程度。販売形態は、農家が直接消費者に販売する宅配と

工場へ納める２つの形態がある。

　　　中規模の酪農家では直接販売を行うケースが多く、アスンシオン近郊では１l当たり1,000～

1,400Gs.(ガラニー）と高い価格で取り引きされている。しかし、これらの農家では搾乳場

所の衛生管理、牛乳の品質管理で不十分な面がみられ、今後酪農が健全に発展していくうえ

では最も大きな課題だと考えられる。一方で、これらの課題は簡単な指導で改善が可能な点

も多く、今後の指導体制の確立が待たれる。また、家畜疾病が課題となっているほか、人工

授精等の体制が未整備なため、生産性向上につながる牛群改良なども課題となっている。

　　　大規模酪農家では工場への出荷に依存する割合が高くなるが、価格は逆に１l当たり700Gs.

前後と低くなる。また、品質管理も厳重となることから、酪農家サイドには低コストで高品

質の生乳を生産するためのより高い技術が求められている。パラグアイ国内ではメノニータ

（ドイツ系移民）などが集団で生産し、他の生産者に比較して高い技術水準を維持している

ケースが多い。

　　　今後、生産を振興する場合の課題としては、飼料給与、疾病対策などの基本的な飼養管理

技術の向上に加え、衛生・品質管理に対する意識の向上が求められる。また、生産性向上の

ための家畜の改良についても農家レベルでの普及が求められる。

　(2) 乳業メーカー

　　　乳業メーカーは、国内では先に述べたメノニータ系の乳業会社、外国企業などが70％と大

きなシェアをもっているが、このほかに調査したような家族経営の乳業工場などもある。

　　　調査した工場では、原料乳を１l当たり700Gs.で農家から購入し、生乳として出荷（スー

パーの店頭価格：1,300Gs.）しているほか、付加価値の高いヨーグルトを主に生産している。

集乳先としてはグループの牧場のほか、メノニータ系の農家がある。以前、集乳所を設置し

て中小農家の牛乳を集めたこともあったが、農家の宅配志向（価格差）と乳質の悪化により

閉鎖した。

　　　農家から集乳するには、品質の向上と原料乳の受入れ時点での検査の確立が課題となる。

このほか、乳房炎、ブルセラ病、結核、ピロプラズマ症などの疾病対策も重要だと認識して

いる。これらの解決のために今回の日本のプロジェクトは期待されている｡なお､日本では乳

業会社も酪農家への支援を行っているが、大企業との競争でその余裕がないのが現状である。
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３－４　活動諸計画（PDM、PO、年間活動計画（APO）等）

　プロジェクト（専門家及びパラグアイ側）と、POについて協議を行った。

　パラグアイ側からは、プロジェクトの活動として「中小酪農家支援のためのプロジェクト策定」

を活動計画に加えるとともに、PDMへの追加の要請があった。これについては調査団より、こ

のプロジェクトの目的としてパラグアイ政府の自主的な取り組みを促進する意味からも、パラグ

アイ政府の取り組みとして整理するべきである旨の説明を行った。また、日本人専門家からも、

この項目はプロジェクトの評価のための指標として位置づけられており、この項目を活動として

組み替えることは今回の調査団の権限を越えると説明することで了解を得た。ただ、このような

提案が出る背景には、このプロジェクトを従来の方式である５年間の技術協力プロジェクトのた

めの準備と位置づけたいとの、パラグアイ側の強い希望があると思われる。

　あわせて、従来のプロジェクト方式の技術協力について第２フェーズ実施の要請がパラグアイ

側からあったが、今回のプロジェクトと今後要請されるプロジェクトは別なものとして扱う旨の

説明を行い、了解された。

　なお、今回合意したPOについて詳細に検討した結果、一部にPDMとの齟齬がみられたが、検

討の結果、PDMの修正が2002年４月の実施協議調査団のR／Dの範囲内であること、また、プロ

ジェクトの作成したPO案はプロジェクト実施のうえで必須な項目であることから、PDMの活動

の一部をPO案の必要な活動項目に合わせる形で修正することで合意した。

　さらに、今後プロジェクトの運営上、必要があればR／Dの範囲内で合同調整委員会の承認の

下、修正できる旨を確認した。なお、APOについてはプロジェクト活動が２年間のためPOとほ

ぼ同内容となることから、作成を見送った。

３－５　プロジェクト活動に関する留意点

　(1) 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する基本方針

　　　日本政府は「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（“酪肉近”)」を作成

しており、これに基づいて酪農振興のための施策を決定している。パラグアイ政府が国家酪

農振興計画を作成するうえで内容・作成手続き等、参考にすべき点も多い。調査のなかで､

“酪肉近”についてプレゼンテーションを行った際、パラグアイ側から多数の質問を受ける

など高い関心が示された。

　(2) 各機関との協力

　　　“酪肉近”は、①基本的な方針、②長期見通し、③経営指標、④収入及び乳業の合理化及

び⑤その他重要事項から構成される。その作成にあたっては各々の担当部局が調査段階から

主体的な関与を行い、作成された目標に責任をもつ体制となっている。また、現状と目標を
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設定するなかで必要な施策も自ずと導き出されるという合理的な政策体系となっている。

　　　本プロジェクトにおいても、同様に調査段階から政府関係各部局等との連携をとることで、

実効性のある国家酪農振興計画の策定が円滑に行われると考える。

　(3) 調査項目の選択

　　　我が国の“酪肉近”は、かなり高度な内容を含むことから、パラグアイの中小規模酪農家

を対象とした酪農振興計画には必要以上に高度な技術的項目、高い精度の調査を要求するも

のもある。

　　　本プロジェクトは２年間の実施期間であるが、この間にプロジェクトとして必要な調査、

酪農振興に係る目標の設定、更に必要な酪農支援体制の整備を行い、併せてパラグアイ政府

が国家酪農振興計画を策定することとされている。パラグアイ側から調査期間をもっと長く

してほしいとの要望も出たが、国家酪農振興計画の早い段階での策定が次の施策につながる

ことから、調査項目の絞り込み、代替指標の活用などを行い、効率的・効果的な調査を行う

必要がある。

　(4) 振興の対象とする中小酪農家

　　　本プロジェクトが想定する対象酪農家は「中小規模」であり、DIPAによればその定義は

２－２で既述のように、以下のように整理されている。

　　　・小規模農家――面積　 5ha以上、日搾乳量　 50～150l

　　　・中規模農家――面積　40ha以上、日搾乳量　150～500l

　　　なお、小規模酪農家では、乳用牛は子牛を含めて20頭程度の飼養規模となる。経営形態と

しては自給的な農家経営を想定し、５haのうち、２haは牧草地、２haは豆類など自家用作物、

１haが放牧地及び搾乳施設のほか、自宅敷地などにあてられるとのこと。この規模で、毎日

100～150lは販売可能となる。

　(5) 生産集団への支援

　　　施策の対象としては上記(4)のような規模の農家となるが、実際に酪農振興を行う場合、

農家が販売先をもたない場合は工場出荷となることから、集乳所などの施設の管理が必要と

なり、地域ごとの生産集団を組織した技術支援、生産振興を積極的に検討する必要がある。

なお、現在パラグアイで行われている世界銀行資金などをベースとした融資は、農家集団を

対象とした共同利用施設に行われている。
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　(6) CETAPARとの関連

　　　酪農経営は、通常の家族経営では規模拡大に従って専業化する場合が多いが、過渡的にま

たは複合経営のメリットを生かした安定的な経営形態も一部には存在する。パラグアイが今

後酪農振興を図るうえでは、畑作との複合経営も主要な経営形態の一つとして位置づける必

要がある。このような場合、集乳施設等との関係から生産集団の組織化は非常に重要な課題

となる。

　　　CETAPARでは、これまで農牧輪換システム等の確立など畜産関係の研究を実施し、普及

可能な成果も出てきているほか、新技術の普及にあたっては農民グループへの指導を通じた

実証展示など、イグアス周辺地域を中心に様々な活動実績があり、農民グループへのアプロー

チなどについても蓄積された知見がある。

　　　今後のプロジェクトの進捗状況を見ながら、CETAPARとの連携については引き続き検討

を行う必要がある。

　(7) 農家への技術支援

　　　中小酪農家の課題として、搾乳の衛生管理、牛乳の品質管理、適切な飼料給与、暑熱対策

等の飼養管理、家畜の改良などがあげられる。これまでの農家の作業慣行として組み込まれ

ている部分も多いが、搾乳器具の洗浄といった、簡単にできる部分も含まれていることから、

農家の意識改革も含めてDIPAの国家計画のなかで啓発・普及に努めることが必要である。

なお、パラグアイでは比較的規模の小さい酪農家でも使用人を雇って実際の作業を行ってい

る場合が多く、これらの階層も視野に入れた普及活動が重要となる。

　(8) 農家への経済的支援

　　　我が国の“酪肉近”について説明をした折、農家への金融等についての基礎的事項につい

て質問があり、これまでの施策のなかでDIPAの制度として金融等の経済面での支援策の経

験、知見が少ないように思われた。金融支援は農家への間接的な補助金支出であり、行政コ

ストが意外に嵩むことから、パラグアイ政府が直接実施することは財政面でも困難が予想さ

れる。一方、国際基金等をベースとした支援が既に行われていることから、これらの支援機

関等と連携をとった援助を検討する必要がある。

　(9) 乳牛の改良

　　　乳牛の改良は、酪農を振興するうえで各国とも最重要な課題として位置づけられている。

しかし、今回調査した農家では、乳牛の交配は人工授精によって行っているが、精液につい

ては国産、又は輸入としか示されておらず、農家の改良に対する認識も低い。気象条件等か
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ら他国に比較して高能力の牛は求められていないものの、今後酪農を振興するうえで飼料給

与などの飼養管理体系、暑熱気候にあった牛への改良が求められることから、長期的な課題

としての位置づけが必要である。

　(10)牛乳の流通

　　　牛乳の販売価格は中小酪農家にとって最も重要な経営要素であるが、酪農家による宅配価

格が１l当たり1,000～1,400Gs.程度であるのに対し、乳業メーカーへの納入価格は700Gs.程

度と乖離が大きく、アスンシオン近郊では集乳センターが閉鎖された事例があるなど、今後

とも円滑な流通・生産振興の障害となる可能性がある。

　　　一方、酪農経営においては生産物を直ちに販売、又は加工・処理を行う必要があり、生産

振興には乳業メーカーへのアクセスは欠かせない。

　このため、酪農の生産振興にあたっては宅配など地域の需給を考慮しつつ、乳業メーカー

へのアクセスの確保の視点も含め、必要に応じて地域的な振興も検討する必要がある。さら

に、将来的に生産が増加した場合は乳業メーカーへの出荷割合が増加することも十分予想さ

れるため、地域によっては乳業メーカーへの出荷のみを前提とした酪農振興を目標とする必

要がある。

　(11)牛乳の品質確保

　　　中小規模酪農家が牛乳を出荷・販売するうえで最も問題となっているものが、牛乳の品質

管理である。

　　　乳業メーカーも集乳所からの受入れにあたっては細菌数、体細胞数、水分混入など品質管

理の難しさを課題としている。また、一般消費者が彼らから直接購入する場合には牛乳の衛

生管理・品質等について確認するすべがないため、酪農家の品質管理がよりルーズなものと

なる可能性があり、これらは酪農の健全な発展のうえで大きな障害となるおそれがある。酪

農家に啓発・普及を行うとともに、品質管理について検討を行う必要がある。
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第４章　プロジェクト実施上の課題

４－１　プロジェクト運営体制

　(1) 各種定期ミーティングの計画

　　　プロジェクトは運営実施体制強化のために、各種定期ミーティングを計画している。

　　　①　プロジェクト事務所内定例会議

　　　　・日本人専門家会議（日本人専門家：毎週月曜日）

　　　　・プロジェクト運営会議（局長、各部署カウンターパート、日本人専門家：随時）

　　　　・プロジェクト事務所内会議（プロジェクト事務所内メンバー：毎週月曜日）

　　　②　DIPA内プロジェクト関係者会議：毎月第１火曜日

　　　③　合同調整委員会：６か月に１度の各モニタリング会議後

　(2) 日本側の投入

　　　車両、パソコン、コピー機、デジタルカメラ等のプロジェクト運営に最低限必要な機材を

供与した。

　(3) パラグアイ側の投入（ローカルコスト負担）

　　　プロジェクト職員（専任１名、兼任５名、契約職員４名）人件費、プロジェクト事務所運

営経費、プロジェクト事務所拡張工事費等について負担しており、適正な先方負担が確認さ

れた。今後も引き続き、先方の予算措置が継続されるように申し入れることとする。

　(4) カウンターパートの配置

　　　DIPA正職員がプロジェクト事務所に常勤のカウンターパートとして配置された。このほ

か、契約職員として２名（2003年１月までは４名）がパラグアイ政府により、配置されてい

る｡

　(5) カウンターパートの現地調査時の移動手段

　　　プロジェクト活動で必要な現地調査時における移動手段として、パラグアイ側の公用車を

優先的に使用することで合意した。

　(6) プロジェクト事務所の整備

　　　プロジェクト事務所はDIPA内の建物に置き、必要な活動スペースを確保するため、パラ

グアイ側によって拡張工事が行われている。
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４－２　活動のモニタリング・評価

　(1) モニタリング報告書

　　　活動の進捗状況をモニタリングするため、モニタリング・評価スケジュールに基づき、６

か月ごとにDIPA局長を委員長とするモニタリング委員会を開催する。

　　　モニタリングはPDM及びPOに基づいて実施し、各活動分野の担当者はモニタリングに必

要なデータや情報を提供する。モニタリング結果は、モニタリング報告書に取りまとめ、パ

ラグアイ農牧省とJICAパラグアイ事務所に提出し、プロジェクトの適正な運営管理に資す

るものとする。

　　　６か月ごとの各モニタリング時に合同調整委員会を開催し、モニタリング報告書の内容を

関係者間で共有する。

　(2) モニタリング・評価スケジュール

予定時期 項　目 実施者 備　考
2002年11月 当該計画開始

モニタリング・評価計画書作成 運営指導調査団 ミニッツ
2003年２月

第１回合同調整委員会 R／Dによる関係者 ミニッツ
第１回モニタリング 専門家、カウンターパー

ト
モニタリング報告書2003年５月

第２回合同調整委員会 R／Dによる関係者 ミニッツ
第２回モニタリング
（中間評価）

専門家、カウンターパー
ト

モニタリング報告書

2003年11月

第３回合同調整委員会 R／Dによる関係者 ミニッツ
終了時評価 合同評価委員会 合同評価報告書

2004年５月
第４回合同調整委員会 R／Dによる関係者 ミニッツ
第３回モニタリング 専門家、カウンターパー

ト
モニタリング報告書

2004年11月
当該計画終了

　(3) 終了時評価

　　　モニタリング・評価スケジュールに基づき、JICAから派遣される評価調査団とパラグア

イ側のプロジェクト関係者が合同評価委員会を結成し､「評価５項目による分析」に定めら

れている項目に従って当該計画の評価を実施する。評価の際には、合同評価委員会は評価報

告書を作成し、双方の関係者がこれに署名する。
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第５章　提　言

(1) 調査団は、日本の「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（“酪肉近”)｣が需

要と供給の状況、農民の技術的バックグラウンドを含むデータから成り立っていることに力点

を置いて説明した。この“酪肉近”はパラグアイ側で国家酪農振興計画を策定する際のよい参

考例になると提言した。

(2) プロジェクト活動をより効果的に調整するために、プロジェクト内におけるパラグアイ側カ

ウンターパートとJICA専門家との間で緊密な意思疎通が図られることが必要であり、問題解

決の手段として定期的なプロジェクト会議を開くことを提言した。

(3) 中小規模農家に対して適正な酪農経営を効果的に普及するには、経済的な動機づけが一つの

重要な要素である。それゆえ、国家酪農振興計画を策定するにあたって、プロジェクトは中小

規模農家に対して積極的な経営支援策を考慮すべきである。

(4) パラグアイ側は、パラグアイ側関係機関のみならず、一般国民に対しても本プロジェクトに

ついて広く知らしめるべきである。





付　属　資　料

１．ミニッツ（英文、西文）

２．PDM（仮和訳）
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